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路線名 起点 終点 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

1173 号線 御殿場市北久原 6 4 4番 2地先 御殿場市北久原 6 4 5番 3地先 2.00～2.80 30.14 
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踊り場 

高さ約１ｍ 

転落場所 

事故発生状況図 

位 置 図 

事故発生現場 
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御殿場市営住宅に係る建物明渡等請求事件の提訴について  

 

１ 訴訟の概要 

市では市営住宅家賃の滞納解消に向け、債務者に対して督促状等の発送、個別の指導等

を実施しています。また、入居者が死亡した場合は、相続人調査を行い、相続人と話合い

を進めています。しかし、相続人不在により、家賃滞納が解消できないだけでなく、入居者

の所有物が残置物となり、市営住宅の管理上支障を来たすケースが生じています。 

このようなことから、適切な市営住宅の管理を実施するため、民事訴訟法第１３４条

第１項の規定により、死亡した入居者の相続財産法人に対し、住宅の明渡し並びに滞納 

家賃及び建物明渡し完了までの間の不法行為に基づく賠償金の支払を求める訴えを提起 

します。 

 

２ 相手方 

(1) 相 手 方        相続財産法人 

(2) 入 居 住 宅  【略】 

(3) 入 居 期 間  平成３年１２月２６日から ※令和４年１２月１４日死亡確認 

(4) 滞 納 金 額  ５８，５００円 

(5) 滞 納 期 間  令和５年１月から令和６年３月までの１５か月分 

(6) 残置物の状況  住宅内の所有物 

 

３ 訴訟の効果 

(1) 明渡し請求の判決が確定することで、残置物処分の強制執行の申立てが可能とな

ります。 

(2) 滞納家賃の支払請求の判決が確定することで、債権等差押えの強制執行の申立て

が可能となります。 
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現場平面図 

位 置 図 

県立御殿場特別支援学校  

富岳会 


